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　｢法人番号欄｣（㉛欄）が空欄の場合､法人の行う事業については､国税庁から通知された13桁の法
人番号を記入してください（商業登記法に基づく｢会社法人等番号（12桁）｣を記入しないようご注意くだ
さい。）｡
　法人番号には行政運営を効率化し､国民の利便性を高めるなどの役割がありますので､必ず法人番
号を記入してください。
◎記入にあたっての注意事項
　法人番号は支店や営業所ごとには指定されませんので､支店や営業所についても､各法人に指定され
た法人番号を記入してください。
　なお､個人事業主の行う事業については､法人番号欄の13桁全てに｢0｣を記入してください（個人番
号の記入はしないでください。）｡
　また､前年度までにご登録いただいている場合は法人番号欄に印字されていますが､訂正する場合は
｢年度更新よくある質問｣（P.45）のQ5をご参照ください。
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記入例

 法人番号の役割

行政の効率化
　法人その他の団体に関する情報管理の効率
化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコスト
を削減し、行政運営の効率化を図る。

国民の利便性の向上
　行政機関間での情報連携を図り、添付書類
の削減など、各種申請等の手続を簡素化するこ
とで、申請者側の事務負担を軽減する。

公平・公正な社会の実現
　法人その他の団体に関する情報の共有により､
社会保障制度､税制その他の行政分野における
給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

新たな価値の創出
　法人番号特有の目的として､法人番号の利用
範囲に制限がないことから、番号を活用した新た
な価値の創出が期待される。


